
板野町

税目

納期

１期 6月2日 6月30日 6月30日 7月31日 7月31日 9月1日

２期 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月30日

３期 10月31日 10月31日 9月30日 9月30日 10月31日

４期 12月25日 2月2日 10月31日 10月31日 12月1日

５期 12月1日 12月1日 12月25日

６期 12月25日 12月25日 2月2日

７期 2月2日 2月2日 3月2日

８期 3月2日 3月2日 3月31日

※税金・保険料は納期限を経過し督促状発付の日から督促手数料がかかります。

　また、納期限までに完納しない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。

※税金・保険料の納付は口座振替が便利です。指定した金融機関やゆうちょ銀行の口座から、税金・保険料を

　自動的に振替納付できます。詳しくは板野町ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
役場税務課
☎６７２－５９８３

税金・保険料 納期一覧
（令和7年度）

軽自動車税
( 種 別 割 )

固定資産税 町県民税 国民健康保険税
介 護 保 険 料
（普通徴収分）

後期高齢者医療保険料
（ 普 通 徴 収 分 ）


